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５ 議案第 250 号 博多港港湾施設管理条例の一部を改正する条例案 

 

 

１ 改正理由 

この条例案を提出したのは，中央ふ頭及び箱崎ふ頭に港湾施設としてク

ルーズ客送迎用観光バス待機場を設置することに伴い，その使用料の額を

定める等の必要があるによる。 
 

２ 改正内容 

 

３ 新旧対照表 

現行 改正案 

 

第1条～第8条 （略） 

 

（使用料の徴収） 

第9条 許可利用者からは，別表第1に定

める額（当該港湾施設の利用が消費税

法（昭和63年法律第108号）の規定に

より消費税が課税されるものである

場合については，同法に定める額に 

100分の108を乗じて得た額）の使用料

 

第1条～第8条 （略） 

 

（使用料の徴収） 

第9条 許可利用者からは，別表第1に

定める額（当該港湾施設（クルーズ

客送迎用観光バス待機場を除く。）

の利用が消費税法（昭和63年法律第1

08号）の規定により消費税が課税さ

れるものである場合については，同

博多港港湾施設管理条例（昭和 39 年福岡市条例第 78 号）の一部を次のよ

うに改める。 

 (1)クルーズ客送迎用観光バス待機場の使用料を設定するため，同条例第９条

に規定する別表第 1 に臨港交通施設の表として次の表を加える。 

２ 臨港交通施設 

クルーズ客送迎用観光バス待機場 1日1台につき          2,000円

 

(2)(1)で定める使用料については，消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規

定による消費税を含む額で設定していることから，同条例第 9 条における消

費税の課税に係る規定から除外するよう条文の一部を改める。 

 

(3)別表第１に掲げる港湾施設の表については，「２ 臨港交通施設」を加えた

後の「３ 荷さばき施設」以下の同表の並びについて，港湾法第２条第５項

で規定する港湾施設の並びに合わせ，新旧対照表のとおり整備を行う。 

○条例議案 
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 （国有港湾施設に係る港湾法第44条第 

1項の料金を含む。第24条及び第25条 

第1項を除き，以下同じ。）を徴収す

る。 

 

 

第10条～第27条 （略） 

 

 

 

別表第１ 

 

 １ けい留施設  （略） 

 

 

 

 

 

 

２ 荷さばき施設  （略） 

 

 ３ 保管施設  （略） 

 

 ４ 船舶役務用施設  (略) 

 

 ５ 港湾施設用地  (略) 

 

 ６ 旅客施設  (略) 

 

法に定める額に100分の108を乗じて

得た額）の使用料（国有港湾施設に

係る港湾法第44条第1項の料金を含

む。第24条及び第25条第1項を除き，

以下同じ。）を徴収する。 

 

第10条～第27条 （略） 

 

 

 

別表第１ 

 

 １ けい留施設  （略） 

 

２  臨港交通施設  

ク ル ー ズ 客

送 迎 用 観 光

バ ス 待 機 場

 

1日1台につき 2,000円

 

 ３ 荷さばき施設  （略） 

 

 ４ 旅客施設   （略） 

 

 ５ 保管施設  （略） 

 

 ６ 船舶役務用施設  （略） 

 

 ７ 港湾施設用地  （略） 

 

 

  

                             ※ 太字は新設。 
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４ 施行期日 

 この条例は，平成 28 年４月１日から施行する。 

 

５ 経過措置 

  この条例による改正後の博多港港湾施設管理条例別表第１の規定の適用に

ついては，同表 ２ 臨港交通施設の表中「2,000 円」とあるのは，この条例

の施行の日から平成 28 年９月 30 日までの間は「1,000 円」とする。 
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○一般議案 

６ 議案第 266 号 

中央ふ頭クルーズセンターに係る指定管理者の指定について 

 

１ 議案提出の理由 

  本市が設置する中央ふ頭クルーズセンターの管理を行わせる指定管理者を指定する

ことについて，地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により議会の議決を求めるもの

である。 
 

２ 議案の内容 

（１）指定管理者に管理を行わせる公の施設 

   中央ふ頭クルーズセンター 

（２）指定管理者に指定する者 
  福岡市博多区沖浜町１２番１号 
   博多港開発・西部ガス共同事業体 
（３）指定する期間 
   平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

３ 募集及び選定の概要 

（１）業務の内容 

    施設の管理に関する業務，施設の運営に関する業務 他 

（２）募集方法 

      非公募 

 （３）非公募の理由 

    中央ふ頭クルーズセンターは，急増するクルーズ船への対応及び旅客等の利便性

を高めるため，これまで「博多港国際ターミナル」で行っていた出入国審査を分離

実施するための施設である。同センターは「博多港国際ターミナル条例」において

同ターミナルの分館と位置づけており(H27.3 月改正)，本館・分館での相互連携の

必要から非公募による指定管理者選定が適当である。 
博多港国際ターミナルは，釜山との定期航路に対応した旅客施設，中央ふ頭クル

ーズセンターは不定期のクルーズ船に対応した旅客施設として役割分担を行って

いるものであるが，一方の施設において機能障害を生じた場合の代替利用や，複数

の船舶の寄港の際には必要に応じ相互に施設利用を行う事を想定しており，運営管

理者は同一とする必要がある。 
以上のことを踏まえ，本施設は博多港国際ターミナルの現指定管理者である博多 
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港開発・西部ガス共同事業体から管理運営計画等の提出を求め，審査することが適

当であると判断し，非公募とした。 
 ※ 参 考 

博多港国際ターミナル 
・所在     福岡市博多区沖浜町１４番１号      
・指定管理者  博多港開発・西部ガス共同事業体 
・指定期間   平成 26 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日 

 （４）中央ふ頭クルーズセンターに係る指定管理者選定委員会 
 
職   名 
 

  
氏   名 

 
    適    要 

 
学識経験者 
 

 
千 相哲 
(委員長) 

 
九州産業大学商学部 商学部長 
 

 
港湾関係者 

 
中村 治 
(副委員長) 

一般社団法人 
博多港振興協会 専務理事 
 

 
観光関係者 
 

 
長岡 俊和 

一般社団法人 
日本旅行業協会 九州事務局長 
 

 
公認会計士 
 

 
長 伸幸 

 
長公認会計士事務所代表 
 

 
 行政代表 
 

 
龍 靖則 

 
福岡市港湾局計画部長 
 

（５）募集・選定経過 
  ① 第１回選定委員会  平成 27 年 10 月 6 日(金) 
               （募集方法，申請方法及び評価項目検討） 
    ②  第 2 回選定委員会  平成 27 年 11 月 10 日(火)及び 11 日(水) 
               （評価基準及び評価項目等決定） 
    ③ 申請書類交付    平成 27 年 11 月 11 日(水) 
  ④ 申請書類受付    平成 27 年 11 月 18 日(水)から 
              平成 27 年 11 月 24 日(火)まで 
  ⑤ 第 3 回選定委員会  平成 27 年 11 月 25 日(水) 
                (申請団体に対するヒヤリング，評価，選定) 
（６）指定管理料の上限額 

   平成２８年度 ： ８４，９６２千円 

   (なお，年度末の寄港数確定値で清算を行う)。 
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４ 選定結果 

（１）評価項目及び評価基準 

評価項目 評価基準 配点 

１ 管理運営方針 ・施設の設置目的に合致した目標設定がされているか ５ 

１４０

２ 管理体制 

・管理責任者及び管理体制について明確な提案がされているか。 

・職員は適正に配置されているか。 

・高齢者，障がい者への雇用拡大に関する提案がされているか。 

３５・外部委託業務は適正であるか。 

・人材育成の明確な方針を持っているか。 

・利用者対応（接遇対応）の向上のための措置を講じているか。 

・管理体制を維持できる安定的な経営基盤を有しているか。 

３ 施設の効用を 

大限発揮する 

管理運営 

・施設の目的にあった効果的な運営計画を提案しているか。 

・実現可能な提案がなされているか。 

５０

・利用者の意見・要望などを集める工夫がなされているか。 

・集めた利用者の意見要望などを運営に反映させる工夫がなされてい 

るか。 

・施設を有効に活用する具体的な提案がなされているか。 

・利用調整の際に，不当な利用調整や特定なものに有利な提案がなさ 

れていないか。 

・センターを利用する事業者及び関係団体との円滑な連携に向けた 

具体的な取り組みが提案されている。 

・災害・事故発生時の体制・対応が明確か。 

・事故防止に向けた安全確保の方策があるか。 

４ 増収及び管理 

経費の縮減等 

・利用促進に向けた広報や営業活動などを考えているか。 

・適正な料金設定となっているか。 

・実現可能な提案がなされているか。 
２０

・日常的・定期的施設維持管理に対する積極的取り組みがあるか。 

・市の要求水準を満たした保守点検計画がなされているか。 

・効果的で実現性の高い経費削減策が提案されているか。 

５ 自主事業 

・具体的かつ実現可能性の高い自主事業の提案がなされているか。 

・独創性かつ効果の高い自主事業の提案がなされているか。 

・施設の特性に応じた自主事業の提案がなされているか。 

１０

６ 運営実績・ 

ノウハウ 
・国際旅客施設の管理運営に適した実績及び提案を有しているか。 ５ 

７ 個人情報の保護 
・利用者の個人情報保護について，十分な措置を講じているか。 

・管理を行う職員が個人情報の保護について十分に理解しているか。 
５ 

８ 管理経費 
・予算額の考え方が適正であるか。 

・経費の縮減に対する取組が効果的か 
１０
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(２) 選定結果 

  下記の選定委員会の評価を参考に，市として総合的に勘案し，「博多港開発・西

部ガス共同事業体」を指定管理者の候補者としたものである。 

 

 【選定委員会の評価】 

  選定にあたっては，同施設の設置目的に鑑み，博多港開発・西部ガス共同事業体

からの申請・提案について審査を行い，その結果，同事業体は中央ふ頭クルーズセ

ンターの指定管理者として妥当である。 

 

《参考：施設設置目的（博多港国際ターミナル条例第１条）》 

「博多港において外国航路の旅客施設と海に親しむ市民の憩いの場を提供す  

るとともに，本市の国際化の促進に寄与する」 

   

【採点】 

申請団体名 評価項目 

採点 

計 

委員 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

 

博多港開発・西部

ガス共同事業体 

 

 

提案額 

84,000 千円 

1 管理運営方針 5 3 4 4 16

2 管理体制 31 26 31 28 116

3 施設の効用を 大限発揮する

管理運営 40 38 30 40 148

4 増収及び管理経費の縮減等 16 12 16 14 58

5 自主事業 6 4 8 6 24

6 運営実績・ノウハウ 5 5 4 4 18

7 個人情報の保護 5 4 3 4 16

8 管理経費 6 6 8 6 26

合 計 114 98 104 106 422

 ※ 選定委員１名欠席 （委員長委任）
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【参考資料】  候補団体の概要 

１ 候補団体名，所在地 

  福岡市博多区沖浜町１２番１号 

  博多港開発・西部ガス共同事業体 

２ 代表団体 

(1)  団体名，所在地 

   福岡市博多区沖浜町１２番１号 

   博多港開発株式会社 

(2)  代表者 代表取締役社長 角原 孝 

(3)  設立年月日 昭和 36 年 10 月 12 日 

(4)  沿革 

  S36.10  福岡市の重要施策の 1 つである博多港の整備を，公共の財源に

依存することなく民間資金の導入により行うことを目的として，

福岡市，港湾関係業者等の出資により設立(資本金 1 億円)。 

  S38.10   須崎浜地区埋立竣工。以後，埋立実績多数 

  S62. 2   上屋倉庫事業開始(現在に至る) 

  H 5. 4   博多港国際ターミナル管理受託開始 

  H 7. 4   博多港センタービル賃貸事業開始(現在に至る) 

  H15. 3   増資(64 億円)※H5.4 に 4 億円，H14.9 に 16 億円 

  H18. 4   博多港国際ターミナル指定管理者として管理・運営 

  H26. 4   博多港国際ターミナル指定管理者(代表)及び福岡市ヨットハー

バー指定管理者(代表)として管理・運営 

(5)  業務内容 

  ○  臨海土地の造成，処分並びに利用に関する事業 

    須崎浜地先(S36～38)，荒津地区(1 次)(S38～39) 

   ○  港湾施設の建設及び経営に関する事業 
    現在実施中の事業…西福岡マリーナ運営事業，上屋倉庫事業，博多港 

センタービル賃貸事業，指定管理事業 
  ○  その他，港湾開発諸調査研究に関する事業，貿易振興に関する事業， 
     臨海地域開発に関する事業を実施 

（6）主な実績 

   ○臨海土地の造成，処分並びに利用に関する事業 

    須崎浜地先（S36～38），荒津地区（１次）（S38～39），荒津地区（２次） 

   （S45），西公園・伊崎地区（S42～44），名島地区（S42～44），姪浜地区 

   （S45～46），箱崎地区・香椎地区（S44～51），博多船溜・那の津地区（S51 

    ～52），福浜地区（S60～62），小戸・姪浜地区（S57～63），東浜地区（H1 

～6），箱崎ふ頭（水面貯木場）（H6～14），現在実施中の１地区 

   ○港湾施設の建設及び経営に関する事業 

木材倉庫（H14.3 廃業），西福岡マリーナ運営事業，上屋倉庫事業，博多 

港国際ターミナル管理運営事業（H26～），博多港センタービル賃貸事業 

福岡市ヨットハーバー指定管理事業(H26～) 

－21－



３ 構成団体 

(1)  団体名，所在地 

   福岡市博多区千代１丁目１７番１号 

   西部瓦斯株式会社 

(2)  代表者 代表取締役社長 酒見 俊夫 

(3)  設立年月日 昭和 5 年 12 月 1 日 

(4)  沿革 

  S 5 年  東邦ガスから分離独立して設立（本社福岡市千代町） 

  S29 年  福岡市警固に本社移転 

  S48 年  お客さま戸数 50 万戸突破 

  S49 年  東京証券取引所に上場 

  S63 年  福岡市博多区千代に本社移転 

  H 元年  北九州市で天然ガス転換作業スタート 

  H 5 年  福岡に LNG 基地を新設し，マレーシアから LNG（液化天然ガスの 

      導入を開始 

  H17 年  長崎地区を 後に全社天然ガス転換作業完了 

(5)  業務内容 

  ○都市ガスの製造・供給・販売 

  ○熱供給事業 

  ○液化天然ガスの販売および冷熱事業に関する事業 

  ○ガス機械器具の作製，販売，設置おおびこれに関する建設工事 

（6）主な実績 

  ○「福岡市今宿野外活動センター」 

   平成 18 年 4 月 1 日～ 

  ○「北九州市文化記念体育館施設」 

   平成 18 年 4 月 1 日～ 

○「福岡県営春日公園」  

平成 20 年 4 月 1 日～ 

○「福岡市花畑園芸公園」 

   平成 23 年 4 月 1 日～ 

  ○「ミリカローデン那珂川屋外プール」 

   平成 23 年 4 月 1 日～ 

  ○「福岡県立総合プール」 

平成 24 年 4 月 1 日～ 

  ○「博多港国際ターミナル」 

   平成 26 年 4 月 1 日～ 
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【参考資料】  中央ふ頭クルーズセンターの概要 

１ 施設の概要 

①  所在  福岡市博多区沖浜町２４番２５号 

②  構造  待合棟：軽量鉄骨造 平屋建 CIQ 棟：鉄骨膜構造 平屋建 
 ③  敷地面積  5,988.82 ㎡(交通広場，ウェルカムゲート除く) 
 ④  延床面積  2,852.59 ㎡(ウェルカムゲート除く) 
   (内訳)   待合棟       1,365.80 ㎡ 
         CIQ 棟       1,486.79 ㎡ 

⑤ ウェルカムゲート 
  ア 敷地面積 606.69 ㎡ 

イ 延床面積 202.64 ㎡ 
 (内訳)   北側 89.17 ㎡，南側 89.17 ㎡，屋根部 24.3 ㎡         

 ⑥  施設内訳 待合棟 ：ホール，X 線室，管理事務室，トイレ，インフ 
ォメーション，倉庫，電気室 

         CIQ 棟：ホール，入国管理事務室，倉庫，トイレ 
         ウェルカムゲート：２棟，庇部  
  ⑦ 供用開始  平成 27 年 5 月 17 日 

 

２ 中央ふ頭クルーズセンター周辺配置図 

中央ふ頭クルーズセンター位置図           指定管理業務区域図   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

博多港国際ターミナル 

中央ふ頭クルーズセンター 
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消費税及び地方消費
税相当額を含む価格

入札書比較価格 （消費税及び地方消費税相当額を除く。）

消費税及び地方消費
税相当額を含む価格

入札書比較価格 （消費税及び地方消費税相当額を除く。）

技術評価点（Ａ） 入札価格（Ｂ） 評価値

区　　分 業　者　名
加算点＋標準点（100点） （単位：円） (A)/(B)×α※

地場外
(株)日立プラントメカニクス
九州営業所 124.800 784,479,600 15.9086

地場外 三菱重工交通機器
エンジニアリング(株) 119.500 784,479,600 15.2330

入札等経緯

及び結果

仮契約年月日 平成27年11月16日

落札業者  (株)日立プラントメカニクス　九州営業所

予定
価格

最低
制限
価格

入札参加業者

契約価額

工事期間  議決の翌日から平成30年3月15日まで

入札方法 総合評価方式による制限付一般競争入札

開札年月日 平成27年11月6日

７　須崎ふ頭地区穀物用機械式アンローダ設置工事請負契約の締結について
　　　　　　　　　　議案第２９４号

工事件名  須崎ふ頭地区穀物用機械式アンローダ設置工事

工事概要
 本工事は，須崎ふ頭地区（須崎ふ頭東岸壁上）に設
 置されている穀物用空気式アンローダ３基のうち，老
 朽化した１基（３号機）を撤去し，穀物用機械式アン
 ローダ（400ｔ／時）１基を新設するもの。

摘要（別途工事）

工事場所  福岡市中央区那の津四丁目

※α：100,000,000

871,644,000円

784,479,600円

847,237,968円 （うち消費税及び地方消費税相当額  62,758,368 円）

941,375,520円 （うち消費税及び地方消費税相当額　69,731,520 円）

847,237,968円 （うち消費税及び地方消費税相当額  62,758,368 円）

【総合評価方式における入札結果について】

・落札者（(株)日立プラントメカニクス 九州営業所）の技術評価点は，１２４．８００点 であった。
（ 加算点 ２４．８００点 ＋ 標準点 100点 ）

・落札者（(株)日立プラントメカニクス 九州営業所）の入札価格は，７８４，４７９，６００円 であった。

・技術評価点（加算点+標準点）を入札価格で除した「評価値」の最も高い者が落札者となることから，
本工事において最も評価値の高い(株)日立プラントメカニクス 九州営業所が落札者となった。
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技術評価項目の内容

工事件名：

評価項目 着目点等

項目１
アンローダ鋼構造部の
品質管理について

　アンローダは大型鋼構造物であるため，主要構造となる鋼構造部の
寸法，溶接，塗装などの品質を確保することが重要となる。
　このことから，アンローダ鋼構造部の品質管理について，より具体的
で有効な提案を求める。

項目２
本工事に従事する労働者の
安全対策について

　アンローダの更新においては，重量物を扱う作業が多いことから，
重量物と労働者の接触や重量物の落下による労働災害を防止する
など，労働者の安全に十分注意しなければならない。
　このことから，本工事に従事する労働者の安全対策について，より
具体的で有効な提案を求める。

平成17年4月1日～平成27年9月9日の間に，福岡市が評定通知した
機械工事の任意３件の平均点によって評価する。

平成25年9月10日～平成27年9月9日の間に，福岡市が機械工事に
おいて，工事成績優良業者として表彰を行う旨通知した工事の実績
により評価する。
ただし， 表彰日の翌日から入札公告日前日までの間に競争入札参
加停止の措置を受けた期間がある場合は，評価の対象としない。

平成17年4月1日～平成27年9月9日の間に竣工した，アンローダの
更新工事の施工実績により評価する。

ISO9001の取得があれば優位に評価する。

入札者が提示する配置予定技術者の監理技術者資格者証の保有期
間により評価する。

入札者が提示する配置予定技術者に同種工事の施工経験（監理技
術者，主任技術者，現場代理人での従事に限る）があれば優位に評
価する。

福岡市より「障がい者雇用企業」「環境配慮型事業所」「次世代育成・
男女共同参画支援企業」の該当要件で認定を受けている企業を評価
する。

入札公告日時点で本市に本店が所在し，また，公告日における本市
競争入札有資格者名簿に登載された期間（地場としての継続期間）
が長い企業を優位に評価する。

評価分類

須崎ふ頭地区穀物用機械式アンローダ設置工事

資格の保有状況

同種工事の施工経験

社会貢献・政策貢献

工事成績の実績

工事成績優良業者の表彰実績

同種工事の施工実績

提
案
項
目

企
業
評
価
項
目

技
術
提
案

企
業
の
施
工
能
力

技
術
者
の
能
力

社
会
貢
献
・
地
域
貢
献

品質管理への取り組み

本店所在地
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　技術評価点の内訳

工事件名：

項目１ 項目２
アンローダ鋼

構造部の
品質管理
について

本工事に従
事する労働者
の安全対策
について

小計 小計

入札参加者名 配点→ 10.000 10.000 20.000 7.000 2.000 2.500 11.500 31.500 100.0 131.500

10.000 10.000 20.000 3.800 1.000 0.000 4.800 24.800 100.0 124.800

8.250 8.250 16.500 1.000 2.000 0.000 3.000 19.500 100.0 119.500

(株)日立プラントメカニクス
九州営業所

三菱重工交通機器
エンジニアリング(株)

標準点
（ｂ）

技術評
価点

A
（ａ＋ｂ）

提案項目
技術提案

社会貢献・
地域貢献

企業の施
工能力

加算点
合計
（ａ）技術者の

能力

Ⅰ型

（評価型式） 

須崎ふ頭地区穀物用機械式アンローダ設置工事

【 落札者の技術提案について 】

・項目１ アンローダ鋼構造部の品質管理について
アンローダは大型鋼構造物であるため，主要構造となる鋼構造部の寸法，溶接，

塗装などの品質を確保することが重要であり，これを踏まえ，アンローダ鋼構造部
の品質管理について，最も効果的な提案がなされた。

・項目２ 本工事に従事する労働者の安全対策について

アンローダの更新においては，重量物を扱う作業が多いことから，重量物と労働者
の接触や重量物の落下による労働災害を防止するなど，労働者の安全に十分注意

しなければならないため，これを踏まえ，本工事に従事する労働者の安全対策につ
いて，最も効果的な提案がなされた。
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須崎ふ頭アンローダ全景写真

３号機
（更新対象機）４号機 Ｓ－１号機

位置図

Ｎ

福岡市中央区那の津四丁目
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８ 議案第 299 号 埋立造成地の処分について 

 

 

 

１ 議案提出の理由 

 本件は，アイランドシティ地区埋立事業において造成した土地のうち港湾関連用地を

処分するものであるが，その予定価格が 6,000 万円以上であり，かつ，その面積が１万

平方メートル以上であるので，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第３条の規定により議会の議決を求めるものである。 

 

 

２ 議案の内容 

 埋立造成地を次のように処分する。 

（１） 所 在 地   福岡市東区みなと香椎三丁目 28番７ 

（２） 面     積   10,095.96 平方メートル 

（３） 処 分 価 額   1,008,586,404 円 

（４） 処分の相手方   福岡市博多区那珂六丁目 23 番１-134 号 

福岡大同青果株式会社 
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[参考資料] 

 

議案第２９９号関係 福岡大同青果株式会社への土地処分の概要について 

 

１ これまでの経緯 

 ●平成 27 年２月 19 日   農林水産局より福岡大同青果株式会社への分譲依頼 

●平成 27 年 10 月 13 日  同社から分譲申込書受理 

  ●平成 27 年 10 月 27 日  同社を分譲予定者に決定 

  ●平成 27 年 11 月 16 日  土地売買契約（仮契約）締結  

 

２  進出計画概要 

●主 な 使 用 目 的：倉庫・配送センター用地 

●延 床 面 積 等：5,400 ㎡（一部２階建て） 

●雇 用 予 定 人 数：18 人 

●操業開始予定時期：平成 31 年１月 

 

３ 今後の予定 

   土地売買代金の納入に当たって延納制度を活用されることから，議会の議決を経た後，

平成 28 年３月 31 日までに即納金の納入を受け，土地引渡し及び所有権移転登記を行う予

定。 

 

 

＜位置図＞ 
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